
新たな国立公文書館の早期建設に関する要請 

公文書は、民主主義を支える国民共有の知的資源であり、国

のかたちを過去から現在そして未来へと繋ぐ貴重な財産である。

国民一人ひとりが公文書に自由にアクセスし、利用できるよう

にすることは、国にとって最も重要な責務の一つである。 

しかるに、我が国の国立公文書館の現状は、施設・機能のい

ずれの面でも諸外国と比べて著しく見劣りし、国民にも利用さ

れていない現状と言わざるを得ない。 

このため、国会周辺の国民が利用しやすい場所に、憲法や外

交史料など立法・行政・司法の三権すべての重要歴史公文書を

集中して保存・展示する新たな国立公文書館を、国の歴史の象

徴にふさわしい施設として早急に建設すべきと考える。 

したがって、以下のとおり要請する。 

１ 衆議院は、国会近隣の土地を、新たな国立公文書館の建設

用地として提供すること。 

２ 衆参両院は、新たな国立公文書館が国会周辺に建設される

ことを前提として、その保有する重要歴史公文書を公文書管

理法に基づいて国立公文書館に移管又は寄託することとする

こと。 

３ 政府は、１及び２を踏まえ、衆参両院・最高裁判所と連携

して調査検討を進めるとともに、新たな国立公文書館の建設

実現に向けて必要な予算を計上すること。 

平成２６年６月１６日 

衆議院議長 伊吹 文明 殿 

世界に誇る国民本位の新たな国立公文書館 

の建設を実現する議員連盟 
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